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番号 項目 単価（円） 案分率（％） 番号 項目 単価（円） 案分率（％）

1 一般細菌 0.142 45 非ｲｵﾝ界面活性剤 1.597

2 大腸菌 0.297 46 ﾌｪﾉ-ﾙ類 1.703

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.179 47 有機物(TOC) 0.062

4 水銀及びその化合物 0.353 48 ｐH値 0.037

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 0.179 49 味 0.037

6 鉛及びその化合物 0.179 50 臭気 0.037

7 ﾋ素及びその化合物 0.179 51 色度 0.037

8 六価ｸﾛﾑ化合物 0.179 52 濁度 0.037

9 亜硝酸態窒素 0.272 53 ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 0.216

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.297 54 ｳﾗﾝ及びその化合物 0.216

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.347 55 ﾆｯｹﾙ及びその化合物 0.216

12 ﾌｯ素及びその化合物 0.154 56 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.235

13 ﾎｳ素及びその化合物 0.179 57 ﾄﾙｴﾝ 0.235

14 四塩化炭素 0.229 58 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ） 1.733

15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.229 59 亜塩素酸 0.667

16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.229 60 二酸化塩素 0.808

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.229 61 ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ 1.204

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.851 62 抱水ｸﾛﾗｰﾙ 1.204

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.851 63 農薬類（内訳書第3号のとおり） 45.849

20 ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸 10.646 64 残留塩素 0.050

21 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.229 65 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 0.173

22 塩素酸 0.467 66 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.204

23 ｸﾛﾛ酢酸 0.235 67 遊離炭酸 0.371

24 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.229 68 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.851

25 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.235 69 ﾒﾁﾙ-ｔ-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ 0.241

26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.229 70 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 0.377

27 臭素酸 0.520 71 臭気強度（TON） 0.991

28 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.229 72 蒸発残留物 0.441

29 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.235 73 濁度 0.037

30 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.229 74 ｐH値 0.037

31 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.229 75 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） 1.378

32 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.432 76 従属栄養細菌 1.005

33 亜鉛及びその化合物 0.179 77 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.278

34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.179 78 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.179

35 鉄及びその化合物 0.179 要検討の一部 79 ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛﾍｷｻﾝｽﾙﾎﾝ酸　※実施する場合No.20とセット 3.549

36 銅及びその化合物 0.179 80 大腸菌（定量）※No.2の検査で異常があった場合の再検査として実施。 0.680

37 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 0.160 81 嫌気性芽胞菌 0.689

38 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.179 82 ｾｼｳﾑ134 1.112

39 塩化物ｲｵﾝ 0.062 83 ｾｼｳﾑ137 1.112

40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 0.142 84 有効塩素（単位：％） 0.875

41 蒸発残留物 0.440 85 塩素酸（単位：mg/kg） 1.366

42 陰ｲｵﾝ界面活性剤 1.183 86 臭素酸（単位：mg/kg） 1.473

43 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 1.263 87 アンモニア態窒素 0.556

44 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 1.263 88 運搬 0.739

合計 100.000

令和８年度上水道水質分析業務委託（単価契約）　分析項目一覧表（税抜き単価及び案分率）
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番号 項目 予定検体数 番号 項目 予定検体数

1 一般細菌 162 45 非ｲｵﾝ界面活性剤 98

2 大腸菌 285 46 ﾌｪﾉ-ﾙ類 98

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 98 47 有機物(TOC) 162

4 水銀及びその化合物 98 48 ｐH値 162

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 98 49 味 116

6 鉛及びその化合物 98 50 臭気 162

7 ﾋ素及びその化合物 98 51 色度 162

8 六価ｸﾛﾑ化合物 98 52 濁度 162

9 亜硝酸態窒素 98 53 ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 8

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 98 54 ｳﾗﾝ及びその化合物 8

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 271 55 ﾆｯｹﾙ及びその化合物 8

12 ﾌｯ素及びその化合物 98 56 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 8

13 ﾎｳ素及びその化合物 98 57 ﾄﾙｴﾝ 8

14 四塩化炭素 98 58 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ） 8

15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 98 59 亜塩素酸 0

16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 98 60 二酸化塩素 0

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 98 61 ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ 8

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 141 62 抱水ｸﾛﾗｰﾙ 8

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 141 63 農薬類（内訳書第3号のとおり） 8

20 ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸 98 64 残留塩素 0

21 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 98 65 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 0

22 塩素酸 68 66 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0

23 ｸﾛﾛ酢酸 52 67 遊離炭酸 8

24 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 52 68 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 8

25 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 52 69 ﾒﾁﾙ-ｔ-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ 8

26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 52 70 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 8

27 臭素酸 52 71 臭気強度（TON） 8

28 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 52 72 蒸発残留物 0

29 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 52 73 濁度 0

30 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 52 74 ｐH値 0

31 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 52 75 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） 8

32 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 52 76 従属栄養細菌 8

33 亜鉛及びその化合物 98 77 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 8

34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 98 78 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0

35 鉄及びその化合物 98 要検討の一部 79 ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛﾍｷｻﾝｽﾙﾎﾝ酸　※実施する場合No.20とセット 0

36 銅及びその化合物 98 80 大腸菌（定量）※No.2の検査で異常があった場合の再検査として実施。 0

37 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 98 81 嫌気性芽胞菌 164

38 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 98 82 ｾｼｳﾑ134 28

39 塩化物ｲｵﾝ 162 83 ｾｼｳﾑ137 28

40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 98 84 有効塩素（単位：％） 16

41 蒸発残留物 98 85 塩素酸（単位：mg/kg） 16

42 陰ｲｵﾝ界面活性剤 98 86 臭素酸（単位：mg/kg） 8

43 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 154 87 アンモニア態窒素 42

44 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 154 88 運搬 63

合計 6,131

令和８年度上水道水質分析業務委託（単価契約）　予定検体数
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番号 項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 臨時 予定検体数※

1 一般細菌 8 8 8 23 25 26 8 8 8 8 16 8 8 162

2 大腸菌 14 22 29 23 25 26 18 18 29 24 37 12 8 285

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

4 水銀及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

6 鉛及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

7 ﾋ素及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

8 六価ｸﾛﾑ化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

9 亜硝酸態窒素 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 13 23 21 28 30 26 23 13 21 23 29 13 8 271

12 ﾌｯ素及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

13 ﾎｳ素及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

14 四塩化炭素 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0 8 1 23 17 18 8 0 1 24 29 4 8 141

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0 8 1 23 17 18 8 0 1 24 29 4 8 141

20 ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

21 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

22 塩素酸 0 8 8 16 8 0 8 0 0 8 8 0 4 68

23 ｸﾛﾛ酢酸 0 8 0 8 8 0 8 0 0 8 8 0 4 52

24 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0 8 0 8 8 0 8 0 0 8 8 0 4 52

25 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0 8 0 8 8 0 8 0 0 8 8 0 4 52

26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0 8 0 8 8 0 8 0 0 8 8 0 4 52

27 臭素酸 0 8 0 8 8 0 8 0 0 8 8 0 4 52

28 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0 8 0 8 8 0 8 0 0 8 8 0 4 52

29 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0 8 0 8 8 0 8 0 0 8 8 0 4 52

30 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0 8 0 8 8 0 8 0 0 8 8 0 4 52

31 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0 8 0 8 8 0 8 0 0 8 8 0 4 52

32 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0 8 0 8 8 0 8 0 0 8 8 0 4 52

33 亜鉛及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

35 鉄及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

36 銅及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

37 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

38 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

39 塩化物ｲｵﾝ 8 8 8 23 25 26 8 8 8 8 16 8 8 162

40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

41 蒸発残留物 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

42 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

43 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 8 8 8 23 25 26 8 8 8 8 8 8 8 154

44 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 8 8 8 23 25 26 8 8 8 8 8 8 8 154

45 非ｲｵﾝ界面活性剤 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

46 ﾌｪﾉ-ﾙ類 0 8 0 23 17 18 8 0 0 8 8 0 8 98

47 有機物(TOC) 8 8 8 23 25 26 8 8 8 8 16 8 8 162

48 ｐH値 8 8 8 23 25 26 8 8 8 8 16 8 8 162

49 味 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 16 8 4 116

50 臭気 8 8 8 23 25 26 8 8 8 8 16 8 8 162

51 色度 8 8 8 23 25 26 8 8 8 8 16 8 8 162

52 濁度 8 8 8 23 25 26 8 8 8 8 16 8 8 162

53 ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

54 ｳﾗﾝ及びその化合物 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

55 ﾆｯｹﾙ及びその化合物 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

56 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

57 ﾄﾙｴﾝ 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

58 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ） 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

59 亜塩素酸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 二酸化塩素 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

62 抱水ｸﾛﾗｰﾙ 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

63 農薬類（内訳書第3号のとおり） 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

64 残留塩素 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 遊離炭酸 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

68 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

69 ﾒﾁﾙ-ｔ-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

70 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

71 臭気強度（TON） 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

72 蒸発残留物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 濁度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 ｐH値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

76 従属栄養細菌 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

77 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

78 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

要検討の一部 79 ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛﾍｷｻﾝｽﾙﾎﾝ酸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 大腸菌（定量） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 嫌気性芽胞菌 6 14 21 14 9 18 10 10 21 16 21 4 0 164

82 ｾｼｳﾑ134 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0 28

83 ｾｼｳﾑ137 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0 28

84 有効塩素（単位：％） 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16

85 塩素酸（単位：mg/kg） 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16

86 臭素酸（単位：mg/kg） 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

87 アンモニア態窒素 0 0 0 15 9 18 0 0 0 0 0 0 0 42

88 運搬 4 4 5 7 6 4 4 4 4 5 5 3 8 63

合計 131 463 182 1079 1061 856 469 125 157 514 598 120 376 6131

※予定検体数は採水をしない場合もある臨時分を含めた合計数。

水道用薬品

令和８年度　月別予定検体数

指標菌

放射性物質

水

質

管

理

目

標

設

定

項

目

水

質

基

準

項

目



第1号 水質分析項目

（水質基準項目） 内訳書

番号 分析項目 52項目 50項目 40項目 10項目
かび臭
２項目

1 一般細菌 ○ ○ ○ ○

2 大腸菌 ○ ○ ○ ○

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 ○ ○ ○

4 水銀及びその化合物 ○ ○ ○

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 ○ ○ ○

6 鉛及びその化合物 ○ ○ ○

7 ﾋ素及びその化合物 ○ ○ ○

8 六価ｸﾛﾑ化合物 ○ ○ ○

9 亜硝酸態窒素 ○ ○ ○

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ○ ○ ○

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○ ○ ○ ○

12 ﾌｯ素及びその化合物 ○ ○ ○

13 ﾎｳ素及びその化合物 ○ ○ ○

14 四塩化炭素 ○ ○ ○

15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ ○ ○ ○

16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○ ○ ○

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ○ ○ ○

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○ ○ ○

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○ ○ ○

20 ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸 ○ ○ ○

21 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ○ ○ ○

22 塩素酸 ○ ○

23 ｸﾛﾛ酢酸 ○ ○

24 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ ○ ○

25 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 ○ ○

26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ ○ ○

27 臭素酸 ○ ○

28 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ ○ ○

29 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 ○ ○

30 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ○ ○

31 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ ○ ○

32 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ○ ○

33 亜鉛及びその化合物 ○ ○ ○

34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 ○ ○ ○

35 鉄及びその化合物 ○ ○ ○

36 銅及びその化合物 ○ ○ ○

37 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 ○ ○ ○

38 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 ○ ○ ○

39 塩化物ｲｵﾝ ○ ○ ○ ○

40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ○ ○ ○

41 蒸発残留物 ○ ○ ○

42 陰ｲｵﾝ界面活性剤 ○ ○ ○

43 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ ○ ○ ○

44 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ ○ ○ ○

45 非ｲｵﾝ界面活性剤 ○ ○ ○

46 ﾌｪﾉ-ﾙ類 ○ ○ ○

47 有機物(TOC) ○ ○ ○ ○

48 ｐH値 ○ ○ ○ ○

49 味※ ○ ○ ○

50 臭気 ○ ○ ○ ○

51 色度 ○ ○ ○ ○

52 濁度 ○ ○ ○ ○

※各項目の「○」は分析する項目であることを示しています。
※原水の場合、「味」は除きます。



第2号 水質分析項目

（水質管理目標設定項目（１６項目）） 内訳書

番号 分析項目 16項目

1 ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 ○

2 ｳﾗﾝ及びその化合物 ○

3 ﾆｯｹﾙ及びその化合物 ○

4 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ○

5 ﾄﾙｴﾝ ○

6 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ） ○

7 亜塩素酸

8 二酸化塩素

9 ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ ○

10 抱水ｸﾛﾗｰﾙ ○

11 農薬類

12 残留塩素

13 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）

14 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物

15 遊離炭酸 ○

16 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ○

17 ﾒﾁﾙ-ｔ-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ ○

18 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） ○

19 臭気強度（TON） ○

20 蒸発残留物

21 濁度

22 ｐH値

23 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） ○

24 従属栄養細菌 ○

25 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○

26 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物

※各項目の「○」は分析する項目であることを示しています。



第3号　水質分析項目

（農薬類（３７物質）） 内訳書

番号 分析項目 37物質 番号 分析項目 37物質

1 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ（D-D） ○ 61 ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ

2 2,2-DPA（ﾀﾞﾗﾎﾟﾝ） 62 ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ ○

3 2,4-D（2,4-PA） ○ 63 ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ（MBPMC）

4 EPN 64 ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ ○

5 MCPA ○ 65 ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ（DEP） ○

6 ｱｼｭﾗﾑ 66 ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ

7 ｱｾﾌｪｰﾄ 67 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ ○

8 ｱﾄﾗｼﾞﾝ 68 ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ

9 ｱﾆﾛﾎｽ 69 ﾊﾟﾗｺｰﾄ ○

10 ｱﾐﾄﾗｽﾞ 70 ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ

11 ｱﾗｸﾛｰﾙ 71 ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ ○

12 ｲｿｷｻﾁｵﾝ ○ 72 ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ

13 ｲｿﾌｪﾝﾎｽ 73 ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾈｰﾄ（ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ） ○

14 ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ（MIPC） 74 ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ

15 ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ（IPT） 75 ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ

16 ｲﾌﾟﾌｪﾝｶﾙﾊﾞｿﾞﾝ ○ 76 ﾋﾟﾛｷﾛﾝ

17 ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ（IBP） 77 ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ ○

18 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ 78 ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ（MEP） ○

19 ｲﾝﾀﾞﾉﾌｧﾝ 79 ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ（BPMC）

20 ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ 80 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ

21 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ 81 ﾌｪﾝﾁｵﾝ（MPP）

22 ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） 82 ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ（PAP） ○

23 ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ 83 ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ

24 ｵｷｼﾝ銅（有機銅） 84 ﾌｻﾗｲﾄﾞ

25 ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ 85 ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ

26 ｶｽﾞｻﾎｽ 86 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ

27 ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ 87 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ

28 ｶﾙﾀｯﾌﾟ 88 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ

29 ｶﾙﾊﾞﾘﾙ（NAC） 89 ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ

30 ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ ○ 90 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ

31 ｷﾉｸﾗﾐﾝ（ACN） 91 ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ

32 ｷｬﾌﾟﾀﾝ 92 ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ

33 ｸﾐﾙﾛﾝ 93 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ

34 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ ○ 94 ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ ○

35 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ ○ 95 ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ ○

36 ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ 96 ﾍﾞﾉﾐﾙ

37 ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ（CNP） 97 ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ

38 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ 98 ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ

39 ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ（TPN） ○ 99 ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ

40 ｼｱﾅｼﾞﾝ 100 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ ○

41 ｼｱﾉﾎｽ（CYAP） ○ 101 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ

42 ｼﾞｳﾛﾝ（DCMU） ○ 102 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ ○

43 ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ（DBN） ○ 103 ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ（ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ）

44 ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ（DDVP） 104 ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ

45 ｼﾞｸﾜｯﾄ ○ 105 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ

46 ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ（ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ） 106 ﾏﾗﾁｵﾝ（ﾏﾗｿﾝ）

47 ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬 107 ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ（MCPP）

48 ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ 108 ﾒｿﾐﾙ ○

49 ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ ○ 109 ﾒﾀﾗｷｼﾙ ○

50 ｼﾏｼﾞﾝ（CAT） ○ 110 ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ（DMTP） ○

51 ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ 111 ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ

52 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ 112 ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ

53 ｼﾒﾄﾘﾝ 113 ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ

54 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ ○ 114 ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ

55 ﾀﾞｲﾑﾛﾝ ○ 115 ﾓﾘﾈｰﾄ ○

56 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ（ｶｰﾊﾞﾑ）及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ ○

57 ﾁｱｼﾞﾆﾙ

58 ﾁｳﾗﾑ ○

59 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ

60 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ

※各項目の「○」は検査する項目であることを示しています。



 

 

特記仕様書 

 

１ 委託名 

  上水道水質分析業務委託（単価契約） 

 

２ 目的 

  本業務委託は、水道水の安全性を確保するために実施する水質検査の水質分析業務を委託するもの

である。 

 

３ 適用範囲 

  本仕様書は、川越市上下水道局（以下「発注者」という。）が委託する上水道水質分析業務委託

（単価契約）に関し、必要な事項を定めるものである。 

 

４ 委託期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

５ 委託場所 

  川越市大字中福３６０番地 

 

６ 委託内容 

水道法第２０条に規定されている定期水質検査及びその他必要とする浄水・原水の水質検査におけ

る水質分析（採水検体の運搬を含む）を実施する。 

なお、原則としてすべての項目を受注者において分析するものとする。ただし、水質基準項目以外

の一部の項目であれば、自らが実施することのできない項目については、水道法第２０条に規定され

た登録水道検査機関へ再委託することができる。再委託する場合は、必要な理由を明記の上、事前に

書面にて提出し、発注者の承諾を得る必要がある。 

（１）分析項目 

「分析項目一覧表」に記載された分析項目とする。 

（２）検査時期及び回数 

別紙「令和８年度 水質検査予定表」のとおり。その他、検査の必要が生じた場合、随時検査を実

施するものとする。その際は上下水道局担当者（以下「担当者」という。）の指示に従い適切に対応

すること。 

なお、「令和８年度 水質検査予定表」は、入札額を算出するにあたり参考として、現時点での予

定数を示したものであり、実施数を保証するものではない。 

（３）分析方法 

水質基準項目については「水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法」（平成１

５年厚生労働省告示第２６１号（最新改正版））、水質管理目標設定項目については「水質基準に関

する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」別

添４水質管理目標設定項目の検査方法（平成１５年厚生労働省（最新改正版））、残留塩素について

は「水道法施行規則第１７条第２項の規定に基づき環境大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素

の検査方法」（平成１５年厚生労働省告示第３１８号（最新改正版））、指標菌については「水道に

おける指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」（平成１９年厚生労働省（最新改正

版））、放射性物質については「水道水等の放射能測定マニュアル」（平成２３年厚生労働省（最新

改正版））、水道用薬品類については「水道用薬品の評価のための試験方法ガイドラインについて」

別添水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン（平成１２年厚生労働省（最新改正版））、



 

 

その他の項目については「上水試験方法」（最新版）等に準拠する方法により行う。 

 数値の取扱い（定量下限等）については、「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一

部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」（平成１５年厚生労働省（最新改正版））

及び関係する通知・マニュアル等（最新改正版）に基づき実施することとする。 

 

 （４）採水検体の運搬等 

・採水検体の運搬は、原則として受注者が行うものとする。また、検体の採水は、原則として発注者

が行うものとする。 

・受領した採水検体は、上記検査方法の規定に基づき、暗所保冷及び破損防止の措置を施し、速やか

に運搬及び水質分析を行うこととする。なお、緊急時（災害、水質事故等）にも対応できるように

通常時においても、検体受け渡しから１時間以内に全ての項目について検査開始できる体制を整え

ておくこと。 

・採水検体の引き渡しは、発注者の指定する場所（原則として、川越市大字中福３６０番地）とし、

検体受領は担当者立会のもとで行うものとする。 

・検体の採水容器（採水時に必要な試薬類を含む）は、受注者の負担とし、常に一定の採水ができる

ように、指定の場所に搬入しておくものとする。 

 

７ 一般事項 

・水質分析に従事する者は、十分な経験を有する者とする。 

・受注者は、業務が円滑に実施できるよう事前に責任者を定めておくこと。 

・受注者は、業務を実施するにあたり、関係法令等を遵守すること。 

・業務の実施にあたっては、担当者と十分に連絡・調整を行うものとする。 

・急を要する水質検査の必要性が生じた場合、受注者は全面的に協力すること。 

・受注者は、分析体制の整備、作業の記録、機器の整備、精度管理の実施及び記録等を行い、分析結

果の信頼性確保に努めることとする。また、これらの事項を確認するために、発注者は、随時、受

注者に対して立入検査を実施できるものとする。 

・発注者は分析結果等に疑義が生じた場合、発注者が指定する日時及び場所で受注者の水質分析責任

者に説明を求めることができ、受注者はこれに応じるものとする。また、発注者は再検査を指示す

ることができるものとし、この場合の費用は、発注者・受注者協議のうえ決定する。 

 

８ 事前提出書類 

 ・委託業務実施計画書 

 ・標準作業手順書 

 ・精度管理に関する書類、その他担当者の指示する事項 

 

９ 業務完了報告書等 

（１）結果の報告 

業務が完了したときは、次の事項を厳守し、報告書を持参して提出するとともに、担当者の検収を

受けるものとする。 

また、担当者が指定した分析項目及び基準値を超過した項目などについては、分析完了後、直ちに

速報値を報告するものとする。 

  ＊提出期限：原則として、検体受領後３０日以内 

（ただし、担当者の指示する場合は、それに従うものとする。） 

  ＊提出部数：１部（加えて、電子化された数値の提出に協力すること。） 

  ＊提 出 先：あらかじめ指定されたところ。 

 



 

 

（２）報告の内容 

報告書には、次の事項を記載すること。 

＊検体の名称  ＊検体の採水年月日  ＊検体の受領年月日  ＊発行年月日 

＊検査項目   ＊検査方法      ＊検査結果      ＊単位 

＊定量下限値  ＊検査完了年月日   ＊検査員の職、氏名 

＊検査機関名、所在地及び登録番号   ＊検査結果の根拠となる書類 

＊その他担当者が指示する事項 

（３）書類等の保管 

分析に使用した野帳、分析チャート、機器の整備に関する記録その他の水質検査に係る書類は、報

告書提出後５年間保存し、必要があるときには提出に応じるものとする。 

（４）入札価格の算出、支払い等 

 ・入札額は、各項目の分析単価の合計（税抜き）とする。 

・各項目の分析単価は、その合計額を本委託内訳表の案分率に基づき配分し、決定する。配分の際

は、各項目の１円に満たない端数を切り捨て、単価の合計と総計との差額については、案分率の高

い項目により調整を行うものとする。 

・支払い方法は月払いとする。 

・委託料の月額は、委託業務が完了した分析項目の数に分析単価を乗じ、その合計額に消費税率を乗

じて得た額とする。なお、１円未満は切捨てとする。 

（５）その他 

・本仕様書に定めのない事項、業務中に生じた疑義については、発注者・受注者双方が協議をして別

途定めるものとする。 

 ・この契約の締結後に、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）等の改正により、消費税額等の額に

変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等

を加減して支払うものとする。ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先し

て適用される。 

 

―以上― 



採水日

月 日 日

15 水質基準項目（１０項目）＋かび臭（２項目） 8 浄水場・受水場系末端給水栓

16 放射性物質（セシウム１３４・１３７） 7 浄水場出口（場内給水栓等）

7 水質基準項目（５２項目） 8 浄水場・受水場系末端給水栓

2 水質基準項目（１０項目）＋かび臭（２項目） 8 浄水場・受水場系末端給水栓 23～25 水道用薬品（有効塩素・塩素酸） 8 浄水場・受水場

23～25 塩素酸 8 浄水場・受水場出口（場内給水栓等）

1 水質基準項目（５２項目） 8 浄水場・受水場系末端給水栓 22 水質基準項目（４０項目）+アンモニア態窒素 1 古谷浄水場（災害用）

放射性物質（セシウム１３４・１３７） 7 浄水場出口（場内給水栓等） 未定 県計画・目標設定項目（１１項目＋農薬２３） 1 郭町（浄）4井・場内給水栓 衛生研究所

塩素酸 8 浄水場・受水場出口（場内給水栓等）

水質基準項目（１０項目）＋かび臭（２項目） 8 浄水場・受水場系末端給水栓 25～27 水道用薬品（有効塩素・塩素酸・臭素酸） 8 浄水場・受水場

水質管理目標設定項目（１６項目 8 浄水場・受水場系末端給水栓

＋農薬類３７物質） 8 浄水場・受水場系末端給水栓

6 水質基準項目（５２項目） 8 浄水場・受水場出口（場内給水栓等）

1 水質基準項目（１０項目）＋かび臭（２項目） 8 浄水場・受水場系末端給水栓

1 水質基準項目（５２項目） 8 浄水場・受水場系末端給水栓

14 放射性物質（セシウム１３４・１３７） 7 浄水場出口（場内給水栓等）

4 水質基準項目（１０項目）＋かび臭（２項目） 8 浄水場・受水場系末端給水栓

1 水質基準項目（１０項目）＋かび臭（２項目） 8 浄水場・受水場系末端給水栓

6 水質基準項目（５２項目） 8 浄水場・受水場系末端給水栓 未定 県計画・目標設定項目（１１項目） 1 郭町（浄）4井・場内給水栓 衛生研究所

13 放射性物質（セシウム１３４・１３７） 7 浄水場出口（場内給水栓等）

2 水質基準項目（１０項目）＋かび臭（２項目） 8 浄水場・受水場系末端給水栓

4 水質基準項目（５０項目） 8 浄水場・受水場出口（場内給水栓等）

1 水質基準項目（１０項目）＋かび臭（２項目） 8 浄水場・受水場系末端給水栓

※　備考欄中、「衛生研究所」は埼玉県衛生研究所で分析します。それ以外は上水道水質分析業務委託（単契）で分析します。

※　水道法関連の改正、水質状況等により、検査体制を見直す場合があります。

　＜　その他　＞　水源については別紙のとおり
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令和８年度  水質検査予定表
浄  　　  水 原　水　等（水源を除く）

採水日
検査項目 検体数 採水地点 備考 検査項目 検体数 採水地点 備考

4

5

6



別紙

検査
№ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 回数

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 （回）
郭町浄水場 第１水源 1 1２A 7D 10A 3AC 4

第２水源 2 １２A 7D 10A 3AC 4

第３水源 3 １２A 7D 10A 3AC 4

第４水源 4 １２A 7D 10A 3AC 4

新宿浄水場 第１水源 5 3AB 8D 2AB 8ABC 4

第２水源 6 3AB 8D 2AB 8ABC 4

第3水源 7 3AB 8D 2AB 8ABC 4

第４水源 8 21B １１B 3AB 2B 12B 8D 6B 5B 2AB 7B 8ABC 2B 12

第５水源 9 21B １１B 3AB 2B 12B 8D 6B 5B 2AB 7B 8ABC 2B 12

第６水源 10 3AB 8D 2AB 8ABC 4

第７水源 11 21B １１B 3AB 2B 12B 8D 6B 5B 2AB 7B 8ABC 2B 12

第８水源 12 3AB 8D 2AB 8ABC 4

霞ケ関第一浄水場 第１水源 13 8AC 3D 3AC 9AC 4

第２水源 14 8A 3D 3A 9AC 4

第３水源 15 8A 3D 3A 9AC 4

第４水源 16 8A 3D 3A 9AC 4

第５水源 17 8AB 3D 3AB 9ABC 4

今福浄水場 第１水源 18 4AB 10D 8AB 16ABC 4

第２水源 19 21B １１B 4AB 2B 12B 10D 6B 5B 8AB 7B 16ABC 2B 12

第３水源 20 4AB 10D 8AB 16ABC 4

第４水源 21 21B １１B 4AB 2B 12B 10D 6B 5B 8AB 7B 16ABC 2B 12

第５水源 22 4A 10D 8A 16AC 4

伊佐沼浄水場 第１水源 23 22A 13D 11A 19AC 4

第２水源 24 22A 13D 11A 19AC 4

第３水源 25 22A 13D 11A 19AC 4

第４水源 26 22A 13D 11A 19AC 4

第５水源 27 22A 13D 11A 19AC 4

第６水源 28 22A 13D 11A 19AC 4

仙波浄水場 第１水源 29 14AB 14D 7AB 14ABC 4

第２水源 30 14AB 14D 7AB 14ABC 4

第３水源 31 14AB 14D 7AB 14ABC 4

第４水源 32 14AB 14D 7AB 14ABC 4

第５水源 33 14AB 14D 7AB 14ABC 4

第６水源 34 14AB 15D 7AB 14ABC 4

第７水源 35 14AB 15D 7AB 14ABC 4

第８水源 36 14AB 15D 7AB 14ABC 4

第９水源 37 14AB 15D 7AB 14ABC 4

第１０水源 38 14AB 15D 7AB 14ABC 4

霞ケ関第二浄水場 第１水源 39 8A 18D 3A 9AC 4

第２水源 40 8A 18D 3A 9AC 4

第３水源 41 8A 18D 3A 9AC 4

Ａ ：指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）

Ｂ ：硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

Ｃ ：TCE・PCE（ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ・ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ）

Ｄ ：水質基準項目（４０項目）＋指標菌＋アンモニア態窒素

※日程中の数字は採水予定日（検体受渡し予定日）、アルファベットは検査項目の種類（下記参照）。

令和８年度 　水質検査予定表（原水）

採水箇所 水源名
日程


